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韓
国
大
統
領
に
よ
る
我
が
国
固
有
の
領
土
竹
島
へ
の
訪
問
に
対
す
る
政
府
の
対
応
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
八
月
十
日
、
韓
国
の
李
明
博
大
統
領
は
、
同
国
に
よ
り
不
法
占
拠
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る

竹
島
を
訪
問
し
た
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

李
大
統
領
に
よ
る
竹
島
訪
問
の
計
画
を
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
知
っ
た
か
。

二

一
の
時
点
か
ら
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
そ
れ
を
阻
止
す
べ
く
、
ど
の
よ
う
な
働
き
か
け
を
行
っ
て
き
た
の
か
、

詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

三

今
回
、
李
大
統
領
に
よ
り
竹
島
訪
問
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
日
韓
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
生
ず
る
か
。
政
府
、

特
に
外
務
省
の
見
解
如
何
。

四

一
九
六
五
年
六
月
二
十
二
日
に
日
韓
間
で
締
結
が
な
さ
れ
た
「
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
紛
争
の
解
決
に
関
す
る
交

換
公
文
」
（
略
称
「
韓
国
と
の
紛
争
解
決
交
換
公
文
」
、
以
下
、
「
交
換
公
文
」
と
す
る
。
）
に
つ
き
説
明
さ
れ
た
い
。

五

「
交
換
公
文
」
の
中
に
「
両
国
政
府
は
、
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
両
国
間
の
紛
争
は
、
ま
ず
、
外
交
上

の
経
路
を
通
じ
て
解
決
す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
に
よ
り
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
両
国
政
府
が
合
意
す
る

手
続
き
に
従
い
、
調
停
に
よ
っ
て
解
決
を
図
る
も
の
と
す
る
。
」
と
の
文
章
が
あ
る
。
我
が
国
が
抱
え
る
領
土
問
題
は
、
ロ

一



シ
ア
と
の
間
に
お
け
る
北
方
領
土
問
題
、
そ
し
て
韓
国
と
の
間
の
竹
島
問
題
の
二
つ
の
み
で
あ
る
が
、
竹
島
を
巡
る
問
題

は
、
「
交
換
公
文
」
の
中
に
あ
る
右
箇
所
の
「
両
国
間
の
紛
争
」
に
該
当
す
る
か
。

六

政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
五
で
挙
げ
た
「
交
換
公
文
」
の
条
項
を
根
拠
に
し
、
対
話
と
国
際
法
に
基
づ
い
て
、
竹
島

問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
韓
国
と
交
渉
を
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
る
考
え
は
あ
る
か
。

七

政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
武
藤
正
敏
駐
韓
国
日
本
国
大
使
を
本
国
に
呼
び
戻
し
、
事
情
を
直
接
聞
く
考
え
は
あ
る

か
。

右
質
問
す
る
。

二


